
（資料１） 

≪伊那中央病院からの麻薬性鎮痛薬初回処方時の確認事項≫ 

 

麻薬性鎮痛薬の導入時は下記のような確認・指導が必要と考えております。 

当院から新規に麻薬性鎮痛薬の処方を受けた場合には、下記の点をご確認いた

だき、疑義のある場合にはご連絡ください。 

 

【レスキュー薬について】 

①レスキュー薬の処方がなければ疑義照会。（ベースであるオピオイドと同成分

の内服の速放性製剤がある場合にはそれが処方されているか確認） 

②レスキューの 1 回投与量が、ベース薬剤の 1 日投与量の 10～20％となって

いるか確認し、大きく外れている場合には疑義照会。（口腔粘膜吸収剤を除く） 

③指導内容 

・経口投与：1 時間の間隔をあければ 1 日何回でも使用可能。 

・直腸内投与：アンペック坐薬は 2 時間あければ 1 日何回でも使用可能。 

・口腔粘膜吸収剤：添付文書の記載に従って指導。 

ただし、「経口投与・直腸内投与では 1 日 5 回」、「口腔粘膜吸収剤の場合には

添付文書上の 1 日の最大使用回数」を使用しても痛みのコントロールができ

ない場合には相談するよう指導する。 

 

【便秘対策について】 

①下剤の処方がなければ、疑義照会。（慢性的な下痢傾向の患者など、下剤が不

要と判断される場合を除く。） 

 

【嘔気・嘔吐対策について】 

①制吐薬の処方がない場合、患者の希望があれば疑義照会。（消化器がんや化学

療法中など、嘔気・嘔吐を生じやすいと思われる患者では、そのリスクを考

慮して患者と相談する。） 

②定時内服の制吐薬が処方されている場合、嘔気・嘔吐がなければ投与後 1～2

週間で減量・中止するよう患者に指導する。 

 


